
次の要件を全て満たす必要があります。

・令和７年４月１日以後に転入し、又は就労した次のいずれかに該当する方
ただし事業所の人事異動等により５年以上綾川町に定住しないことが明らかである
と認められる方をを除きます。
ア 転入後１年以内に地元企業で就労した方
イ 地元企業で就労後転入した方

・転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し、町の住民基本台帳に記録されて
いること。（転入後、継続して５年以上綾川町に居住する意思がある方）

・指定申請をする日において40歳以下の方
など他にも要件があります。

綾川町に移住して働く方に

最大48万円分
の家賃を補助します！

令和７年度
新規事業

【お問い合わせ】綾川町総務課いいまち推進室

住所：〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地

TEL：087-876-5577

E-mail：iimachi@town.ayagawa.lg.jp

詳しくは下記までお問い合わせください。

町外に１年以上居住した方が町内に転入をし、
町内企業に正社員として就職した場合、
賃貸住宅家賃の一部を補助します。

綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金

要件

（賃貸住宅家賃 - 住宅手当）×1/2
（千円未満端数切捨て）

【上限２万円×24ゕ月】

補助金額

180日以内
転入日・就労日・賃貸借契約日

のいずれか遅い日から起算

申請期間

mailto:iimachi@town.ayagawa.lg.jp

